
議案第１０４号 

 

   大口町福祉手当支給条例の一部改正について 

 

 大口町福祉手当支給条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるものとする。 

 

  令和２年１１月２７日提出 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   

 

 （提案理由） 

 この案を提出するのは、災害その他やむを得ない理由により大口町福祉手当の申

請ができなかった場合の支給月の特例を設けることに伴い、この条例の一部を改正

するため必要があるからである。 
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大口町福祉手当支給条例の一部を改正する条例 

 

 大口町福祉手当支給条例（平成１２年大口町条例第２３号）の一部を次のように

改正する。 

 第８条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により第５条第１項の規定による申

請をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後１５日以内にそ

の申請をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がや

むを得ない理由により申請をすることができなくなった日の属する月の翌月から

始める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の大口町福祉手当支給条例（以下「新条例」という。）

第８条第２項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に

生じた災害その他やむを得ない理由により新条例第５条の規定による申請をする

ことができなかった場合について適用する。 

３ 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない理由で令和２年４月１０日

から施行日の前日までの間に生じたものにより改正前の大口町福祉手当支給条例

第５条の規定による申請をすることができなかった場合については、新条例第８

条第２項の規定を適用する。この場合においては、同項中「その理由がやんだ後

１５日以内」とあるのは、「その理由がやんだ後１５日以内（その理由のやんだ

日が大口町福祉手当支給条例の一部を改正する条例（令和２年大口町条例第   

号）の施行の日前である場合には、同日後１５日以内）」とする。 
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大口町福祉手当支給条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（支給方法） （支給方法） 

第８条 手当の支給は、受給資格者が第５条の

規定により町長に申請した日の属する月の翌

月分からとし、手当を支給すべき事由が消滅

した場合は、当該手当を支給すべき事由が消

滅した日の属する月分までとする。 

第８条 手当の支給は、受給資格者が第５条の

規定により町長に申請した日の属する月の翌

月分からとし、手当を支給すべき事由が消滅

した場合は、当該手当を支給すべき事由が消

滅した日の属する月分までとする。 

２ 受給資格者が災害その他やむを得ない理由

により第５条第１項の規定による申請をする

ことができなかった場合において、その理由

がやんだ後１５日以内にその申請をしたとき

は、手当の支給は、前項の規定にかかわら

ず、受給資格者がやむを得ない理由により申

請をすることができなくなった日の属する月

の翌月から始める。 

 

３ 手当は、毎年７月、１１月及び翌年の３月

の３期に、それぞれの月までの分を支給す

る。ただし、前までの支給月に支払うべきで

あった手当又は支給すべき事由が中途で消滅

した場合におけるその期の手当は、その支給

月でない月であっても支給することができ

る。 

２ 手当は、毎年７月、１１月及び翌年の３月

の３期に、それぞれの月までの分を支給す

る。ただし、前までの支給月に支払うべきで

あった手当又は支給すべき事由が中途で消滅

した場合におけるその期の手当は、その支給

月でない月であっても支給することができ

る。 
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改 正 要 旨 

 

１ 改正の目的 

災害その他やむを得ない理由により大口町福祉手当の申請ができなかった場

合の支給開始月の特例を設けることに伴い、この条例の一部を改正します。 

 

２ 改正の概要 

大口町福祉手当は、障がい者の福祉向上に資することを目的に町独自の手当と

して支給していますが、例えば、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、

緊急事態宣言（愛知県独自宣言も含む。）が発出され、不要不急の外出の自粛をす

ることに伴い、大口町福祉手当の申請に遅延が発生した場合等に対応するため、

現行は申請をした月の翌月から支給となるところ、災害その他やむを得ない理由

により申請ができなかった場合において、その理由がやんだ後１５日以内に申請

をしたときは、申請をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める

こととします。 

 

３ 施行期日 

公布の日から施行します。ただし、令和２年４月１０日以後にやむを得ない理

由により、申請ができなかった方については、この条例の公布の日から１５日以

内に申請をすれば遡って支給することとします。 
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